
マツキドライビングスクールは公安委員会
が定めた基準に合格し「指定」として認定
を受けた実地試験免除の指定自動車教習所
です。

指定自動車教習所
公正取引協議会 会員

山形県

福島県

新潟県

「教育訓練給付金制度」のご案内

ハローワークで支給要件を確認後、
「支給要件回答書」を発行してもらっ
て下さい。回答書をもらう際には、
講座指定番号が必要です。指定番号
は、当校でお知らせいたします。

①支給要件を確認
希望講座、入校希望日が決まりま
したら、当校へご連絡下さい。
入校時間・入校当日の持ち物・料
金などについて詳細お打ち合わせ
させていただきます。

②お電話で予約

指定された期日まで
に、（教習）料金をお支
払い下さい。

③料金の
お支払い

教習予定に基づき教
習を受講いただきま
す。

④受講開始
（入校）

講座修了後1ヶ月以内
にハローワークで給付
申請手続きを行なっ
て下さい。

⑤講座修了後、
給付金の申請

き
続
手
講
受

教育訓練給付金制度とは、一定の支給要件を満たした方が、厚生労働省の指定を受けた講座を受講し修了した場合、
教育訓練経費の一部を給付金として支給される制度です。

支給要件と支給額 ・雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算３年以上の方（初めての方は１年以上）　
・離職者は、離職の翌日から受講開始までが１年以内であること
・過去に給付制度を利用したことがある場合は、利用後３年以上経過していること
・65歳未満の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※給付対象は教育訓練経費のみに適用されます。それ以外は自己負担となります。

支給額：教育訓練経費の20％（上限10万円）
（お客様個人の要件により、上限額が変更になる場合があります。）

月々分割支払額 22,700円×11回（初回は、23,125円）
分割払い手数料 22,825円
支払総額 272,825円

例3） 教習価格 250,000円を支払回数12回（支払期間12ヶ月）
均等分割払いで3ヶ月スキップ払いの場合（実質年率16.44%）

スキップ払い
ご希望によりお支払開始を最長６ヶ月まで延長することが
可能です。スキップ払い手数料は当社が負担いたしますの
で、お客様のご負担はございません。

分割払い手数料 34,969円
支払総額 284,969円

分割払い手数料 17,811円
支払総額 267,811円

分割払い手数料 ※2017年現在の手数料となります。

支払回数 3 6 10 12 15 18 20 24 30 36
実質年率（％） 12.9

「運転免許クレジット」のお申込みは教習所・入校日を決めて、
マツキドライビングスクール コールセンターへご連絡ください。

www.matsuki-ds.com/
0120-339-179

マツドラ

※VISAカード、マスターカードにてカード決済も可能です。詳しくは上記までお問合せください。

②自由行動中の事故・盗難・個人的不注意による事故等は、ドライビングスクール並びに当社では責任を負いかねます。ドラ

③入校当日の指定の集合場所に遅れることがないように、ご利用の交通機関については事前にご確認ください。万が一集
合時間までに間に合わない事由が発生した場合は、速やかにドライビングスクール並びに当センターにご連絡ください。

　合宿の最短期間（日数）とは、ドライビングスクールの合宿教習スケジュールに従って教習を行い、教習及び検定がすべて
順調に進んだ場合の期間（日数）です。卒業までの日数は個人により異なり、技能教習の習得状況や技能検定及び仮免許学

入校後、ご自身の都合により転校あるいは退校される場合、ドライビングスクールの規定に従い通常料金での実費精算と
なります。教習の進度によっては、合宿教習に要した費用が合宿教習料金を上回る場合もあります。その際は返金が発生
せず追加料金を請求する場合もあります。お振込みによる返金をご希望される場合は、振込手数料は返金額より負担させ

交通費は卒業日に卒業検定を合格された方に、ドライビングスクールの規定額を補助いたします（往路交通費は入校ご希

交通費の補助額はドライビングスクールの規定により、入校される地域やお申込の方法により異なる場合があります。また、

MEMO

www.matsugasaki.co.jp
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オンデマンド教習（一部対面教習あり）
ご自身のスマホを用い受講！

所内練習コースにて
基本を身につけよう！
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一般道路での応用走行！
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オンデマンド教習（一部対面教習あり）
ご自身のスマホを用い受講！
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※１ ※2 ※3 ※4

※1 先行学科を受講しないと
次の教習が受けられません。

※2 学科試験に備えて実力を養成
するための模擬試験です。

※3 所内のコースで行います。 ※4 総合的な技術と知識を試験します。
路上コースと所内コースで行います。

※2

※平成29年３月12日以降、運転免許試験に合格して取得
した普通免許では、

●現行制度

●現行制度

●平成29年３月12日以降の新制度
【車両総重量】 3.5トン 7.5トン 11.0トン
【最大積載量】 2.0トン 4.5トン 6.5トン

●平成29年３月12日以降の新制度

現行の
免　許

教習所を卒業し、
運転免許試験に
合格する日

運転できる
自動車

普通
免許

新制度の
開始前

車両総重量
5トン未満

最大積載量
3トン未満

乗車定員
10人以下

新制度の
免　許

教習所を卒業し、
運転免許試験に
合格する日

運転できる
自動車

普通
免許

平成29年
3月12日
以降

車両総重量
3.5トン未満

最大積載量
2トン未満

乗車定員
10人以下

教 習 生 の 皆 様 へ

平成29年３月12日に
免許制度が変わります！

 準中型免許が新設されます。

18歳以上
（乗車定員10人以下）

18歳以上　二種は21歳以上
（乗車定員10人以下）

18歳以上
（乗車定員10人以下）

20歳以上
普通免許等保有
通算２年以上

（乗車定員11人以上29人以下）

21歳以上
普通免許等保有
通算３年以上

（乗車定員30人以上）

普通自動車

普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車

普通免許

普通免許（一種・二種） 準中型免許 中型免許（一種） 大型免許（一種・二種）

大型自動車

21歳以上
普通免許等保有通算３年以上
（乗車定員30人以上）

中型自動車

20歳以上
普通免許等保有通算２年以上

（乗車定員11人以上29人以下）

中型免許 大型免許

準中型免許導入後の新制度

【車両総重量】 5.0トン 11.0トン
【最大積載量】 3.0トン 6.5トン

準中型免許を受けた人についても普通
免許と同様に、免許取得後1年未満の
場合は、初心者マークの表示が義務付
けられています。ただし、普通免許を
受けてから２年以上の人については、
表示する必要がありません。

準中型免許を受けて準中型車を運転
する場合、初心者マークの表示義務
はありますか？

A
現行制度の普通免許をすでに受けて
いる人については、既得権を保護す
るものとし、車両総重量５トンまで
の限定付きの準中型免許とみなすこ
ととされています。

今回の制度変更前に普通免許を受け
ている人について、制度変更後の運
転免許はどのようになるのですか。

A

準中型自動車に第２種免許はないの
ですか？

Q２のように車両総重量5トンまでの
限定付き準中型免許を受けた人が、限
定のない準中型免許を受けようとしたQ 3

Q 1 Q 2

最大積載量4.5ｔ未満のトラックは
準中型免許で運転可能！

CB1300SF など
排気量 年齢

18歳～

排気量 年齢
～400cc 16 歳～

CB400SF など

学科教室

校内食堂


